
令和７年第１回安城市議会臨時会

議 案 書

（令和７年５月１２日提出分）
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承認第１号

専決処分について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に基づき、安城

市税条例の一部を改正する条例を専決処分したので、同条第３項の規定により議会

の承認を求める。 

  令和７年５月１２日提出 

安城市長 三 星 元 人
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安城市税条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和７年３月３１日 

安城市長 三 星 元 人 

安城市条例第３０号 

安城市税条例の一部を改正する条例 

安城市税条例（昭和４４年条例第１９号）の一部を次のように改正する。 

第７５条第１号ア中「エ」を「ウ及びオ」に改め、同号イ中「又は」を「（ウに

掲げるものを除く。）又は」に改め、同号エを同号オとし、同号ウ中「又は」を「

（ウに掲げるものを除く。）又は」に改め、同号中ウをエとし、イの次に次のよう

に加える。 

ウ ２輪のもので、総排気量が０．１２５リットル以下かつ最高出力が４．０

キロワット以下のもの 年額２，０００円

 第８０条第２項第５号中「定格出力」の次に「（第７５条第１号ウに掲げる原動

機付自転車にあっては、原動機の総排気量及び最高出力）」を加える。 

 附則第１０条の２第１６項中「附則第１５条第４１項」を「附則第１５条第４０

項」に改める。 

附則第１０条の３中第１４項を第１５項とし、第１３項を第１４項とし、第１２

項の次に次の１項を加える。 

１３ 市長は、法附則第１５条の９の３第１項に規定する特定マンションに係る区

分所有に係る家屋については、前項の申告書の提出がなかった場合においても、

マンションの管理の適正化の推進に関する法律（平成１２年法律第１４９号）第

５条の２第１項に規定する管理組合の管理者等から法附則第１５条の９の３第２

項に規定する期間内に施行規則附則第７条第１７項各号に掲げる書類の提出がさ

れ、かつ、当該特定マンションが法附則第１５条の９の３第１項に規定する要件

に該当すると認められるときは、前項の規定にかかわらず、同条第１項の規定を

適用することができる。 

附 則 
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 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

２ 改正後の安城市税条例（以下「新条例」という。）の規定中固定資産税に関す

る部分は、令和７年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和６年度分

までの固定資産税については、なお従前の例による。 

（軽自動車税に関する経過措置） 

３ 新条例第７５条（第１号に係る部分に限る。）の規定は、令和７年度以後の年

度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和６年度分までの軽自動車税の種

別割については、なお従前の例による。 
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承認第２号

専決処分について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に基づき、安城

市都市計画税条例の一部を改正する条例を専決処分したので、同条第３項の規定に

より議会の承認を求める。 

  令和７年５月１２日提出 

安城市長 三 星 元 人
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安城市都市計画税条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和７年３月３１日 

安城市長 三 星 元 人 

安城市条例第３１号 

安城市都市計画税条例の一部を改正する条例 

安城市都市計画税条例（昭和４４年条例第２０号）の一部を次のように改正する。 

附則第１５項中「第３４項」を「第３３項」に、「第４５項」を「第４４項」に

改める。 

附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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第５２号議案 

工事請負契約の締結について 

次のとおり工事請負契約を締結するものとする。 

令和７年５月１２日提出 

 安城市長 三 星 元 人 

記 

１ 契 約 の 目 的  市民ギャラリー空調設備更新工事 

２ 工 事 の 場 所  安城市安城町地内 

３ 契約工事の概要  空調設備 中央監視装置 空調熱源設備 

４ 契 約 金 額  金２４４，２００，０００円 

５ 契約の相手方  安城市高木町下屋敷２番地 

株式会社三幸 

代表取締役 酒 井 義 秋 

６ 契 約 の 方 法  総合評価方式による条件付一般競争入札 

－提案理由－ 

 この案を提出したのは、安城市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処

分に関する条例第２条の規定に基づき、必要があるため。 
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第５３号議案 

工事請負契約の締結について 

次のとおり工事請負契約を締結するものとする。 

令和７年５月１２日提出 

安城市長 三 星 元 人 

記 

１ 契 約 の 目 的  明祥中学校エレベーター棟増築ほか主体及び校舎保全改修

工事 

２ 工 事 の 場 所  安城市東端町地内 

３ 契約工事の概要 

（１）構造  鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）４階建 

（２）内容

ア エレベーター棟増築

イ 外部保全改修 外壁 建具ほか 

ウ 外構改修 駐輪場 駐車場ほか 

エ 技術科棟改修

４ 契 約 金 額  金２５０，８００，０００円 

５ 契約の相手方  安城市三河安城南町一丁目１１番地１０ 

 植村産業株式会社 

  代表取締役 植 村 真 一 

６ 契 約 の 方 法  総合評価方式による条件付一般競争入札 

－提案理由－ 

 この案を提出したのは、安城市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処

分に関する条例第２条の規定に基づき、必要があるため。 

-9-





第５４号議案 

工事請負契約の締結について 

次のとおり工事請負契約を締結するものとする。 

令和７年５月１２日提出 

安城市長 三 星 元 人

記 

１ 契 約 の 目 的  安城市総合運動公園園路等改修工事その１（週休２日） 

２ 工 事 の 場 所  安城市新田町地内ほか 

３ 契約工事の概要  

（１）内容  園路、駐車場、ランニングコース及び地下通路舗装 

（２）面積  園路舗装   ３，９７９．６平方メートル 

  駐車場舗装   ３，８３４．９平方メートル 

ランニングコース舗装 １，７８０．７平方メートル

  地下通路舗装  ４５２．８平方メートル 

４ 契 約 金 額  金１８８，６５０，０００円 

５ 契約の相手方  安城市大東町２３番３３号 

西三建設株式会社 

代表取締役 成 瀬 徳 芳 

６ 契 約 の 方 法  総合評価方式による条件付一般競争入札 

－提案理由－ 

 この案を提出したのは、安城市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処

分に関する条例第２条の規定に基づき、必要があるため。 
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第５５号議案 

工事請負契約の締結について 

次のとおり工事請負契約を締結するものとする。 

令和７年５月１２日提出 

安城市長 三 星 元 人

記 

１ 契 約 の 目 的  安城市総合運動公園園路等改修工事その２（週休２日） 

２ 工 事 の 場 所  安城市新田町地内ほか 

３ 契約工事の概要  

（１）内容  園路及び駐車場舗装 

（２）面積  園路舗装 １０，１６０．５平方メートル 

  駐車場舗装 ５，６００．９平方メートル 

４ 契 約 金 額  金２１２，３００，０００円 

５ 契約の相手方  安城市池浦町池西１０８番地 

株式会社クサカ 

代表取締役 日 下 成 人 

６ 契 約 の 方 法  総合評価方式による条件付一般競争入札 

－提案理由－ 

 この案を提出したのは、安城市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処

分に関する条例第２条の規定に基づき、必要があるため。 
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第５６号議案 

工事協定の締結について 

次のとおり工事協定を締結するものとする。 

令和７年５月１２日提出 

安城市長 三 星 元 人

記 

１ 協 定 の 目 的  西尾線 新安城～北安城駅間 北安城１０号踏切道付近暫

定踏切道整備 

２ 工 事 の 場 所  安城市池浦町地内 

３ 工 事 の 概 要 

（１）工事内容  暫定踏切道の整備 

（２）業務内容  施工及び監理 

４ 協 定 の 金 額 金２２０，１３０，０００円 

５ 協定の相手方  名古屋市中村区名駅一丁目２番４号 

名古屋鉄道株式会社 

 代表取締役社長 髙 﨑 裕 樹 

６ 協 定 の 方 法  随意 

－提案理由－ 

 この案を提出したのは、安城市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処

分に関する条例第２条の規定に基づき、必要があるため。 
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報告第２号 

専決処分について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に基づき、施設

管理に係る事故による損害賠償の額の決定及び和解について専決処分したので、同

条第２項の規定により報告する。 

  令和７年５月１２日提出 

安城市長 三 星 元 人
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施設管理に係る事故による損害賠償の額の決定及び和解について 

 施設管理に係る事故に伴い、次のとおり損害賠償額を決定し、当該賠償額を相手

方に支払うことを内容とする和解契約を締結するものとする。 

記 

１ 損害賠償額 金１８，３４５円 

２ 事 故 内 容 

（１）発生日時      令和６年１０月３０日 午前１０時３０分頃 

（２）発生場所      安城市末広町地内 

（３）経  過      上記地内の市有地に隣接する市道において、歩道を自

転車で走行中の相手方が、歩行者を避けるため当該市有

地側に寄ったところ、当該市有地の境界付近に設置され

ていた鉄の棒に接触し、転倒したもの 

３ 相手方の損害の程度 両膝の挫創 

４ 過 失 割 合     安城市５０パーセント 相手方５０パーセント 

  令和７年３月２６日専決 

安城市長 三 星 元 人
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同意第２号 

監査委員の選任について 

 令和７年５月１１日をもって監査委員法福洋子が辞職したので、後任として次の

者を選任したい。 

上記地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９６条第１項の規定に基づき、

議会の同意を求める。 

  令和７年５月１２日提出 

安城市長 三 星 元 人

記 

安城市小川町

大 屋 明 仁

住所地番非公表 

生年月日非公表 
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